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ハ
ー
グ
国
際
私
法
条
約
と
反
致

斗ヒ

澤

安

紀

→二三四五

結第第第序

ひ期期期
（
会
議
の
発
足
か
ら
第
四
回
会
議
ま
で
）

（
第
五
回
会
議
か
ら
第
七
会
期
の
開
催
前
夜
ま
で
）

（
第
七
会
期
か
ら
現
在
ま
て
）

ハーク国際私法条約と反致

序

　
本
稿
は
、
ハ
ー
グ
国
際
私
法
条
約
と
反
致
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
一
九
九
三
年
に
創
設
一
〇
〇
周
年
を
迎
え
た
ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
は
、
国
際
私
法
規
定
の
漸
進
的
統
一
を
図
る
こ
と
を
目
的
と

　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
　

す
る
国
際
機
関
で
あ
り
、
そ
の
発
足
当
時
か
ら
、
国
際
私
法
に
関
す
る
条
約
を
審
議
、
採
択
し
、
国
際
私
法
の
統
一
に
大
き
な
役
割

を
果
た
し
て
き
た
。

　
こ
う
い
っ
た
国
際
私
法
の
統
一
と
い
う
事
業
に
対
し
て
は
、
各
国
に
お
け
る
法
概
念
の
相
違
、
各
国
に
お
け
る
公
序
の
抵
触
、
各
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（
3
）

国
の
政
治
的
、
経
済
的
利
害
の
対
立
な
ど
を
理
由
に
、
国
際
私
法
の
法
統
一
は
不
可
能
で
あ
る
と
の
見
解
も
唱
え
ら
れ
て
き
た
が
、

現
在
で
は
、
そ
の
よ
う
な
見
解
は
正
当
で
は
な
い
と
さ
れ
、
多
く
の
学
者
は
、
理
論
的
に
は
国
際
私
法
の
統
｝
は
可
能
で
あ
り
、
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

た
そ
の
本
質
上
統
一
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
見
解
に
立
つ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
条
約
に
よ
る
国
際
私
法
の
統
】
と
反
致
の
必
要
性
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
る
な
ら
ば
、
国
際
私
法
の
不
統
］
か
ら
生
じ
る
不
都

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

合
な
結
果
を
取
り
除
く
た
め
に
、
反
致
が
若
干
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
き
た
。
反
致
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り

判
決
の
国
際
的
調
和
が
得
ら
れ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
方
法
に
は
限
度
が
あ
り
、
国
際
私
法
を
統
一
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

る
こ
と
に
は
及
ば
な
い
と
さ
れ
る
。

　
そ
し
て
、
国
際
条
約
に
よ
り
国
際
私
法
の
規
定
が
統
】
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
条
約
を
批
准
し
た
国
の
問
で
は
反
致
の
働
く
余
地
は
な

く
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
国
際
私
法
の
統
一
を
目
的
と
す
る
国
際
条
約
の
中
で
反
致
を
認
め
る
こ
と
は
、
論
理
的
に
矛
盾
し
た
も
の
と

な
ろ
う
。
し
か
し
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
条
約
の
中
に
は
、
反
致
ま
た
は
転
致
を
認

め
る
も
の
が
少
な
か
ら
ず
散
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
状
況
に
鑑
み
、
本
稿
で
は
、
反
致
論
研
究
の
準
備
作
業
と
し
て
、
国
際
私
法
の
統
一
を
目
指
す
国
際
条
約
に
お
い
て

反
致
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
、
ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
が
作
成
し
た
条
約
を
取
り
上
げ
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

れ
と
反
致
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
そ
の
発
足
当
時
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
が
作
成
し
た
条
約
及
び
条
約
案
は
相
当
な
数
に
の

ぼ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
ま
ず
、
説
明
の
便
宜
上
、
こ
の
一
〇
〇
年
間
の
ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
に
よ
る
法
の
統
一
事
業
を
、

時
間
的
に
次
の
三
期
、
す
な
わ
ち
、
第
一
期
（
会
議
の
発
足
か
ら
第
四
回
会
議
ま
で
）
、
第
二
期
（
第
五
回
会
議
か
ら
第
七
会
期
の
開
催

前
夜
ま
で
）
、
第
三
期
（
第
七
会
期
か
ら
現
在
ま
で
）
に
区
分
す
る
。
そ
し
て
、
各
々
の
時
期
に
同
会
議
が
採
択
し
て
き
た
諸
条
約
を

取
り
上
げ
、
そ
れ
が
反
致
に
関
し
て
ど
の
よ
う
な
態
度
決
定
を
行
っ
て
い
る
の
か
を
順
次
検
討
し
て
ゆ
く
。
こ
の
よ
う
な
区
分
を
す
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る
理
由
は
、
以
下
の
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
一
〇
〇
年
間
の
ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
の
活
動
を
み
る
か
ぎ
り
、
国
際
私
法
の

統
一
の
よ
う
な
平
和
的
事
業
の
進
退
は
、
今
世
紀
に
お
け
る
二
つ
の
世
界
大
戦
の
勃
発
に
か
な
り
左
右
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
い
っ
た

観
点
か
ら
同
会
議
の
活
動
を
評
価
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

　
な
お
、
個
々
の
条
約
を
検
討
す
る
際
に
は
、
ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
に
お
い
て
条
約
と
し
て
採
択
さ
れ
た
も
の
の
み
を
取
り
上
げ
、

諸
条
約
案
に
つ
い
て
は
触
れ
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
国
際
民
事
手
続
法
に
関
す
る
条
約
も
検
討
の
対
象
か
ら
除
外
し
た
。

　
な
お
、
国
際
私
法
の
統
一
運
動
と
し
て
、
同
じ
く
多
国
問
の
国
際
私
法
の
統
一
を
推
進
し
よ
う
と
し
、
ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
の

活
動
に
も
影
響
を
与
え
た
万
国
国
際
法
学
会
（
ぎ
呂
ε
辞
α
Φ
9
9
二
昌
震
呂
ぎ
轟
二
八
七
三
年
創
設
）
に
お
け
る
反
致
を
め
ぐ
る

議
論
の
検
討
も
必
要
と
な
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

ハーグ国際私法条約と反致

（
1
）
　
ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
に
つ
い
て
は
、
折
茂
豊
『
国
際
私
法
の
統
一
性
』
（
］
九
五
五
年
）
一
五
九
頁
以
下
、
法
務
大
臣
官
房
調
査

課
「
終
戦
後
に
お
け
る
国
際
私
法
に
関
す
る
へ
ー
グ
条
約
案
（
三
）
1
第
七
回
へ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
1
」
法
務
資
料
三
四
〇
号
（
一
九

　
五
六
年
）
、
川
上
太
郎
『
国
際
私
法
の
国
際
的
法
典
化
』
（
一
九
六
七
年
）
二
〇
頁
以
下
、
池
原
季
雄
『
国
際
私
法
（
総
論
）
』
（
一
九
七
三

年
）
四
〇
頁
以
下
、
同
「
ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
の
一
〇
〇
年
」
国
際
法
外
交
雑
誌
九
二
巻
四
・
五
号
（
一
九
九
三
年
）
一
頁
以
下
、
高

桑
昭
「
ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
条
約
と
国
際
私
法
の
統
］
」
国
際
法
外
交
雑
誌
九
二
巻
四
・
五
号
（
一
九
九
三
年
）
］
○
頁
以
下
を
参
照
。

（
2
）
　
ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
規
定
（
ω
＄
ε
醗
α
①
ご
O
o
気
曾
窪
8
号
審
＝
貰
㊦
号
騨
9
二
艮
①
三
呂
2
巴
ギ
一
な
）
第
一
条
。

　
O
o
三
驚
窪
8
号
ぴ
帥
＝
塁
①
α
o
母
o
凶
辞
一
日
①
ヨ
讐
一
g
巴
℃
ユ
＜
ρ
＞
9
①
ω
α
。
一
簿
ω
8
彫
ヨ
①
ω
o
ω
巴
8
（
一
3
一
）
ス
一
〇
認
）
P
ω
O
oo
。

（
3
）
折
茂
豊
『
国
際
私
法
の
統
一
性
』
（
一
九
五
五
年
）
二
九
九
頁
以
下
。

（
4
）
　
跡
部
定
次
郎
『
国
際
私
法
論
』
（
一
九
二
三
年
）
二
七
三
、
二
七
九
頁
以
下
、
田
中
耕
太
郎
『
世
界
法
の
理
論
（
二
）
』
（
一
九
三
三

年
）
二
七
三
頁
以
下
、
折
茂
豊
『
国
際
私
法
の
統
一
性
』
（
一
九
五
五
年
）
二
六
四
頁
以
下
、
江
川
英
文
『
国
際
私
法
（
改
訂
）
〔
有
斐
閣

　
全
書
〕
』
（
一
九
五
七
年
）
四
一
頁
、
池
原
季
雄
『
国
際
私
法
（
総
論
）
』
（
一
九
七
三
年
）
四
〇
頁
以
下
参
照
。

（
5
）
折
茂
豊
『
国
際
私
法
の
統
一
性
』
（
一
九
五
五
年
）
九
七
頁
以
下
。

（
6
）
池
原
季
雄
『
国
際
私
法
（
総
論
）
』
（
一
九
七
三
年
）
四
一
頁
。
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（
7
）
　
国
際
私
法
の
不
統
一
か
ら
生
じ
る
不
都
合
な
結
果
を
取
り
除
く
た
め
に
反
致
を
認
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
消
極
的
な
見
解
が
あ
る
。

折
茂
豊
『
国
際
私
法
の
統
一
性
』
（
一
九
五
五
年
）
二
二
六
頁
以
下
、
一
五
四
頁
、
江
川
英
文
『
国
際
私
法
（
改
訂
）
〔
有
斐
閣
全
書
〕
』

　
（
一
九
五
七
年
）
六
八
頁
。

（
8
）
　
反
致
と
ハ
ー
グ
国
際
私
法
条
約
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
論
じ
た
文
献
と
し
て
、
9
き
ρ
園
曽
良
－
⊆
＆
≦
窪
震
＜
R
譲
α
霊
轟

　
（
お
⇒
＜
o
一
）
ぎ
α
窪
＝
き
騎
R
＞
び
犀
o
ヨ
ヨ
o
P
菊
”
σ
①
一
ω
N
鴇
（
一
8
00
）
ω
ひ
O
h

二
第
一
期
（
会
議
の
発
足
か
ら
第
四
回
会
議
ま
で
）

　
第
一
回
ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
は
、
欧
州
大
陸
諸
国
二
ニ
カ
国
の
代
表
が
集
ま
る
中
、
一
八
九
三
年
に
開
催
さ
れ
た
。
第
一
回
の

会
議
の
後
、
一
八
九
四
年
に
第
二
回
会
議
が
開
催
さ
れ
、
早
く
も
、
会
議
の
最
初
の
成
果
と
し
て
「
民
事
訴
訟
手
続
に
関
す
る
条

約
」
案
が
採
択
さ
れ
た
。
こ
れ
以
後
、
第
四
回
会
議
ま
で
の
間
に
、
六
個
の
条
約
が
採
択
さ
れ
、
発
効
す
る
に
至
っ
た
が
、
そ
れ
ら

の
条
約
の
う
ち
、
第
三
回
会
議
で
採
択
さ
れ
た
「
婚
姻
に
関
す
る
法
律
の
抵
触
を
規
律
す
る
た
め
の
条
約
」
は
、
反
致
及
び
転
致
に

関
す
る
規
定
を
置
く
。
こ
の
他
の
条
約
は
、
い
ず
れ
も
反
致
を
認
め
て
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
一
九
〇
二
年
六
月
一
二
日
、
第
三
回
会
議
に
お
い
て
署
名
さ
れ
た
「
婚
姻
に
関
す
る
法
律
の
抵
触
を
規
律
す
る
た
め
の
条
約
」
の

第
一
条
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

　
第
一
条
　
婚
姻
を
締
結
す
る
権
利
は
将
来
の
夫
婦
各
人
に
つ
き
そ
の
本
国
法
に
よ
っ
て
こ
れ
を
定
め
る
。
た
だ
し
そ
の
法
律
が
明
ら
か
に
他

　
　
国
の
法
律
に
よ
る
べ
き
こ
と
を
規
定
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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ハーク国際私法条約と反致

　
同
条
は
、
反
致
及
び
転
致
を
明
文
で
認
め
る
も
の
で
あ
る
。

　
一
八
九
三
年
に
第
一
回
の
ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
が
開
催
さ
れ
た
際
、
オ
ラ
ン
ダ
政
府
は
、
会
議
に
お
け
る
審
議
の
便
宜
の
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

に
、
「
私
法
の
抵
触
に
関
す
る
一
般
的
規
定
」
と
題
す
る
八
項
目
か
ら
な
る
予
備
草
案
を
準
備
し
て
い
た
。
そ
の
八
項
目
と
は
、
人

の
身
分
及
び
能
力
、
動
産
及
び
不
動
産
、
相
続
及
び
遺
言
、
契
約
上
の
義
務
、
契
約
外
の
義
務
、
行
為
の
方
式
、
裁
判
管
轄
権
及
び

手
続
、
内
外
人
の
取
扱
の
平
等
に
つ
い
て
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
広
範
囲
に
わ
た
る
法
の
統
一
化
の
作
業
に
対
し
て
は
、

懸
念
が
表
明
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
同
会
議
は
、
実
際
上
重
要
な
問
題
に
つ
い
て
個
別
的
に
国
際
私
法
規
定
の
統
一
を
図
る
こ
と
が
適

当
で
あ
る
と
判
断
し
、
婚
姻
、
法
律
行
為
の
方
式
、
相
続
及
び
遺
言
、
裁
判
管
轄
権
及
び
手
続
の
問
題
に
つ
い
て
委
員
会
で
審
議
す

　
　
　
　
（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

る
こ
と
と
し
た
。
こ
の
時
点
で
は
、
反
致
は
ま
だ
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
。

　
反
致
の
問
題
が
具
体
化
し
た
の
は
、
「
婚
姻
に
関
す
る
法
律
の
抵
触
を
規
律
す
る
条
約
し
の
作
成
過
程
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
す

な
わ
ち
、
一
八
九
三
年
の
第
一
委
員
会
の
予
備
草
案
第
一
条
第
一
項
の
規
定
は
、
婚
姻
を
締
結
す
る
権
利
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
各
当

事
者
の
本
国
法
に
よ
ら
し
め
な
が
ら
、
他
方
で
、
各
当
事
者
の
本
国
法
が
住
所
地
ま
た
は
婚
姻
挙
行
地
の
法
律
に
よ
る
べ
き
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

と
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
、
と
し
て
い
た
。
同
条
が
各
当
事
者
の
本
国
の
抵
触
規
定
を
一
定
の
場
合
に
考
慮
す
る
こ

と
を
認
め
た
理
由
は
、
第
一
委
員
会
の
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
当
事
者
の
本
国
の
実
質
法
の
み
な
ら
ず
抵
触
法
を
も
考
慮
す
る
こ
と
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

で
き
る
限
り
各
当
事
者
の
本
国
法
の
趣
旨
を
尊
重
し
よ
う
と
し
た
点
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
会
議
で
は
、
同
条
一
項
は
、
若
干
の
修

正
が
加
え
ら
れ
た
上
で
、
承
認
さ
れ
た
。

　
一
八
九
四
年
の
第
二
回
会
議
に
お
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
が
審
議
さ
れ
、
そ
の
文
言
に
つ
い
て
若
干
の
修
正
が
施
さ
れ
た
。
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

か
し
、
同
条
が
、
一
定
の
場
合
に
、
各
当
事
者
の
本
国
の
抵
触
規
定
を
考
慮
す
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
変
更
が
な
か
っ
た
。

　
一
九
〇
〇
年
の
第
三
回
会
議
に
お
い
て
は
、
再
び
第
一
条
の
規
定
が
審
議
さ
れ
た
。
こ
こ
で
初
め
て
、
同
条
が
反
致
（
寄
蓼
o
凶
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
レ

を
定
め
た
も
の
で
あ
る
、
と
の
見
解
が
示
さ
れ
る
。
な
お
、
オ
ラ
ン
ダ
の
委
員
会
は
、
国
際
条
約
の
中
に
反
致
の
規
定
を
設
け
る
こ
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（
9
）

と
に
つ
い
て
肯
定
的
な
見
解
を
表
明
し
、
そ
の
旨
を
予
め
、
会
議
の
参
加
国
に
伝
え
て
い
た
。
会
議
上
、
条
約
に
反
致
の
規
定
を
挿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

入
す
る
こ
と
に
対
す
る
反
対
意
見
も
見
ら
れ
た
が
、
最
終
的
に
同
条
は
、
そ
の
一
部
に
修
正
が
加
え
ら
れ
、
承
認
さ
れ
た
。

　
こ
の
条
約
の
ほ
か
に
、
第
四
回
会
議
ま
で
に
採
択
さ
れ
た
条
約
と
し
て
は
「
離
婚
及
び
別
居
に
関
す
る
法
律
並
び
に
裁
判
管
轄
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
11
）

抵
触
を
規
律
す
る
た
め
の
条
約
（
一
九
〇
二
年
六
月
ご
百
、
第
三
回
会
議
に
て
署
名
）
」
「
未
成
年
者
の
後
見
を
規
律
す
る
た
め
の
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

約
（
一
九
〇
二
年
六
月
一
二
日
、
第
三
回
会
議
に
て
署
名
）
」
「
夫
婦
間
の
身
分
上
の
権
利
義
務
及
び
夫
婦
財
産
に
及
ぽ
す
婚
姻
の
効
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

に
関
す
る
法
律
の
抵
触
に
関
す
る
条
約
（
一
九
〇
五
年
七
月
一
七
日
、
第
四
回
会
議
に
て
署
名
）
」
「
禁
治
産
及
び
類
似
の
保
護
手
段
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

関
す
る
条
約
（
一
九
〇
五
年
七
月
一
七
日
、
第
四
回
会
議
に
て
署
名
）
」
等
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
、
反
致
及
び
転
致
を
明
文
上
も
、
解

釈
論
上
も
認
め
て
い
な
い
。

（
1
）
　
条
約
正
文
と
し
て
、
9
亀
恥
窪
8
号
罫
＝
塁
①
身
傷
8
隔
二
三
①
ヨ
魯
9
巴
胃
貯
典
》
簿
窃
号
一
薗
霞
o
邑
①
ヨ
①
8
＆
恥
窪
8

α
①
σ
＝
塁
①
8
霞
訂
身
o
騨
ぎ
辞
①
ヨ
豊
自
巴
震
一
急
（
お
O
。
）
ス
一
8
0
）
薯
’
舘
O
幽
合
巴
邦
訳
と
し
て
、
法
務
資
料
三
四
〇
号
（
一
九
五

　
一
年
）
八
○
頁
、
川
上
太
郎
編
著
『
国
際
私
法
条
約
集
』
（
一
九
六
六
年
）
一
〇
七
頁
、
参
照
。

（
2
）
O
o
蔦
曾
窪
8
α
①
霊
＝
3
。
α
①
象
o
一
二
昇
①
ヨ
呂
o
き
言
身
ρ
＞
畠
ω
α
①
一
m
9
嘗
驚
窪
8
α
巴
四
＝
鍔
①
。
び
曽
茜
ぴ
①
誌
巴
①
ヨ
Φ
－

　
暮
R
象
く
段
ω
Φ
ω
B
碧
一
酵
①
ω
α
①
身
o
一
二
耳
Φ
ヨ
鋤
二
〇
口
巴
賓
一
菰
（
一
〇〇
〇
ω
y
（
一
〇
〇
〇
Go
）
O
P
N
㊤
－
G

o
9

（
3
）
　
折
茂
豊
『
国
際
私
法
の
統
一
性
』
（
一
九
五
五
年
）
一
六
〇
、
一
六
二
頁
、
高
桑
昭
「
ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
条
約
と
国
際
私
法
の

統
一
」
国
際
法
外
交
雑
誌
九
二
巻
四
、
五
号
（
一
九
九
三
年
）
一
五
頁
。

（
4
）
O
o
三
傘
窪
8
α
①
霊
＝
身
①
α
①
鳥
o
一
二
葺
。
ヨ
盛
o
轟
一
忌
＜
ρ
＞
畠
ω
α
。
一
曽
O
o
蔑
曾
窪
8
α
①
ご
＝
塁
①
。
『
震
職
①
み
騎
一
①
ヨ
。
－

　
三
震
象
＜
R
ω
①
ω
ヨ
讐
一
酵
①
ω
α
①
α
8
一
二
日
Φ
ヨ
鋤
二
〇
昌
巴
實
一
く
仙
（
一
〇〇
8
y
（
一
〇〇
〇
〇
〇
）
P
しo
刈
。

（
5
〉
O
o
蔑
曾
窪
8
α
①
審
＝
身
①
α
①
身
〇
三
日
Φ
ヨ
蝕
o
轟
ぎ
身
ρ
＞
驚
ω
α
①
一
四
〇
〇
三
働
窪
8
α
巴
四
＝
塁
①
9
貿
鳳
①
み
鵬
一
窒
。
－

　
暮
R
島
＜
R
ω
①
ω
ヨ
碧
一
曾
①
ω
号
鳥
o
一
二
具
o
ヨ
四
二
9
巴
冒
一
み
（
一
〇
〇
〇
ω
）
）
（
一
〇〇
〇
〇
〇
）
O
O
。
齢
－
“
9
P
お
。

（
6
）
O
o
三
曾
窪
8
α
①
霊
寓
身
Φ
α
①
鳥
o
凶
二
昌
①
ヨ
餌
江
o
き
一
震
一
く
ρ
＞
。
8
ω
α
①
富
O
o
昌
恥
窪
8
α
巴
鋤
＝
塁
①
。
冨
『
鵬
曾
詠
巴
①
ヨ
Φ
－
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簿
み
お
ω
α
①
辞
o
一
二
旨
①
ヨ
讐
一
〇
コ
巴
℃
『
一
急
（
一
〇c
㊤
ω
）
ス
一
〇。
O
ω
）
P
ま
．

（
7
）
9
三
騨
窪
8
α
①
審
＝
塁
。
α
。
身
〇
三
日
。
ヨ
呂
2
巴
o
身
ρ
＞
畠
ω
α
巴
鋤
α
窪
×
一
ぴ
幕
O
o
三
驚
窪
8
血
。
σ
＝
昌
。
。
3
彊

伽
①
誌
範
①
B
①
具
震
象
く
R
ω
①
ω
ヨ
呂
驚
①
ω
α
①
象
o
凶
二
三
①
ヨ
呂
g
巴
賃
一
忍
（
一
〇。
濾
）
ス
一
〇。
謹
）
薯
．
亀
－
お
●

（
8
）
　
O
o
三
恥
窪
8
α
①
一
曽
＝
塁
o
α
①
身
o
一
二
見
霞
轟
ぼ
o
口
巴
震
一
く
餅
＞
9
①
ω
α
①
鼠
實
o
一
ω
一
ぴ
ヨ
①
O
o
氏
驚
2
8
α
o
一
鋤
＝
昌
①
8
震

　一

①
鳥
o
凶
二
昌
①
ヨ
餌
二
〇
コ
巴
℃
ユ
急
（
一
〇
〇
〇
）
ゆ
（
這
O
O
）
℃
O
。
嵩
O
山
目
）
P
器
。
願

（
9
）
O
o
三
驚
①
蓉
①
血
。
審
＝
鍔
①
α
①
身
o
詳
葺
。
3
呂
9
巴
o
身
ρ
U
o
窪
ヨ
Φ
旨
の
邑
呂
暁
ω
巴
碧
邑
ω
み
ヨ
①
O
o
三
曾
。
コ
8
α
①
訂

＝
塁
Φ
b
2
二
①
身
o
一
二
三
①
3
鋤
二
〇
轟
一
賃
一
忍
（
一
〇
〇
〇
）
ス
一
〇
〇
〇
）
℃
p
一
〇。
㌣
一
〇。
卜

（
1
0
）
　
O
o
三
働
窪
8
α
①
［
餌
＝
塁
①
α
①
α
8
凶
二
葺
①
ヨ
象
一
自
巴
萄
貯
ρ
＞
9
①
ω
α
巴
鋤
耳
○
一
ω
一
ぴ
ヨ
o
O
o
嘗
働
窪
8
α
①
一
鋤
＝
3
①
8
ξ

　
一
①
鳥
o
凶
二
耳
①
ヨ
讐
一
〇
コ
巴
震
一
み
（
一
〇
〇
〇
）
ス
一
㊤
O
O
）
P
一
①
oo

’

（
1
1
）
　
条
約
正
文
と
し
て
、
O
o
氏
曾
窪
8
号
［
㊤
＝
塁
①
号
α
8
凶
二
旨
①
ヨ
呂
2
巴
震
貯
餅
＞
9
窃
号
一
鋤
霞
9
ω
識
ヨ
①
O
O
三
働
窪
8

α
①
ξ
＝
鐸
①
8
仁
二
①
鳥
良
ぎ
一
①
3
呂
o
口
巴
震
一
み
（
お
O
O
）
ス
一
8
0
）
P
曽
9
邦
訳
と
し
て
、
法
務
資
料
三
四
〇
号
（
一
九
五
六
年
）

　
八
五
頁
、
川
上
太
郎
編
著
『
国
際
私
法
条
約
集
』
（
一
九
六
六
年
）
一
〇
九
頁
。
反
致
及
び
転
致
は
明
文
上
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。

（
1
2
）
　
条
約
正
文
と
し
て
、
O
o
三
曾
窪
8
号
一
m
＝
塁
①
号
α
8
一
二
三
①
ヨ
9
二
3
巴
震
貯
⑰
＞
9
霧
号
σ
爵
吋
9
ω
み
ヨ
①
O
o
三
恥
窪
8

α
①
σ
＝
塁
①
ε
貫
一
①
鳥
o
凶
ニ
コ
貯
①
ヨ
呂
9
巴
頁
凶
鼠
（
お
。
O
）
ス
一
8
。
）
P
睡
N
．
邦
訳
と
し
て
、
法
務
資
料
三
四
〇
号
（
一
九
五
六
年
）

　
九
〇
頁
、
川
上
太
郎
編
著
『
国
際
私
法
条
約
集
』
（
一
九
六
六
年
）
一
一
］
頁
。
条
約
第
一
条
は
、
未
成
年
者
の
後
見
に
つ
い
て
子
の
国

籍
を
連
結
素
と
す
る
。
反
致
及
び
転
致
へ
の
言
及
は
な
い
。
子
の
本
国
法
の
指
定
は
、
そ
の
実
質
法
の
指
定
を
意
味
す
る
と
さ
れ
る
。
ω
o
①
－

　
茜
①
〒
内
畠
卑
訳
o
ヨ
B
①
三
畦
墜
日
ω
O
切
く
＝
即
国
ぎ
ま
ぼ
仁
⇒
鵯
篶
ω
皿
N
（
這
o
o
“
）
＞
拝
N
ω
勾
騨
お
。

（
1
3
）
　
条
約
正
文
と
し
て
、
O
o
三
恥
窪
8
号
審
＝
塁
①
身
α
δ
一
二
具
①
ヨ
四
二
9
巴
質
貯
ρ
＞
含
窃
号
σ
ρ
信
簿
ユ
ぴ
ヨ
Φ
O
O
嘗
恥
窪
8

　
号
ξ
＝
塁
①
℃
2
二
〇
身
9
二
耳
Φ
ヨ
器
2
巴
萄
凶
詠
（
お
9
ン
（
一
〇
宝
）
P
貿
伊
邦
訳
と
し
て
、
法
務
資
料
三
四
〇
号
（
一
九
五
六
年
）

　
九
三
頁
、
川
上
太
郎
編
著
『
国
際
私
法
条
約
集
』
（
一
九
六
六
年
）
一
一
二
頁
。
条
約
第
一
条
は
、
夫
婦
間
の
身
分
上
の
権
利
義
務
を
夫

　
婦
の
共
通
本
国
法
に
よ
ら
し
め
る
。
反
致
及
び
転
致
へ
の
言
及
は
な
い
。

（
1
4
）
　
条
約
正
文
と
し
て
、
O
o
三
驚
雪
8
号
罫
＝
3
0
α
o
鳥
9
二
三
①
旨
簿
一
3
巴
震
オ
ρ
＞
9
8
号
一
㊤
ρ
轟
巳
ぴ
ヨ
o
O
o
亀
驚
窪
8

　
α
①
一
餌
＝
塁
①
ご
2
二
①
身
9
二
昌
①
ヨ
讐
一
3
巴
胃
一
忍
（
お
宝
）
ス
這
宝
）
P
N
一
〇
。
。
邦
訳
と
し
て
、
法
務
資
料
三
四
〇
号
（
一
九
五
六
年
）

　
九
九
頁
、
川
上
太
郎
編
著
『
国
際
私
法
条
約
集
』
（
一
九
六
六
年
）
一
一
五
頁
。
条
約
第
一
条
は
、
禁
治
産
は
禁
治
産
者
の
本
国
法
に
よ
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る
と
す
る
。
反
致
及
び
転
致
へ
の
言
及
は
な
い
。

三
　
第
二
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

（
第
五
回
会
議
か
ら
第
七
会
期
の
開
催
前
夜
ま
で
）

　
第
四
回
会
議
か
ら
第
七
会
期
に
至
る
ま
で
の
期
間
は
、
ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
に
と
っ
て
は
、
「
沈
滞
な
い
し
挫
折
の
時
代
で
あ

（
2
）

っ
た
」
と
さ
れ
る
。
二
つ
の
世
界
大
戦
の
勃
発
に
よ
り
、
国
際
社
会
の
情
勢
は
、
国
際
私
法
の
統
一
と
い
う
平
和
的
な
事
業
を
行
う

の
に
適
し
な
い
も
の
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
第
五
回
会
議
は
、
前
回
会
議
の
二
〇
年
後
で
あ
る
一
九
二
五
年
に
開
催
さ
れ
た
。
第
五
回
会
議
の
開
催
が
こ
の
よ
う
に
遅
れ
た
の

は
、
手
形
法
及
び
小
切
手
法
の
統
一
の
た
め
の
国
際
会
議
が
、
一
九
一
〇
年
と
一
九
一
二
年
と
に
ハ
ー
グ
に
お
い
て
開
催
さ
れ
、
オ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

ラ
ン
ダ
政
府
が
そ
れ
に
忙
殺
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
第
一
次
世
界
大
戦
が
勃
発
し
た
こ
と
が
原
因
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
第
五

回
会
議
で
採
択
さ
れ
た
条
約
案
や
改
正
案
は
、
条
約
と
し
て
の
正
式
な
調
印
・
発
効
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
続
く
第
六
会
期
は
、
一

九
二
八
年
に
開
催
さ
れ
た
が
、
そ
こ
で
採
択
さ
れ
た
条
約
案
、
改
正
案
も
、
条
約
と
し
て
の
調
印
・
発
効
を
み
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

第
四
回
会
議
ま
で
に
調
印
・
発
効
に
至
っ
た
条
約
は
そ
の
多
く
が
、
こ
の
時
期
に
締
結
国
に
よ
っ
て
廃
棄
さ
れ
た
。
他
方
で
、
新
た

に
国
際
私
法
の
統
一
を
目
指
す
条
約
は
一
つ
も
生
ま
れ
な
か
っ
た
。

　
第
六
会
期
の
後
、
第
二
次
世
界
大
戦
が
勃
発
し
、
第
七
会
期
が
開
催
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
は
、
一
九
五
一
年
に
な
っ
て
か
ら
で
あ

っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
と
こ
ろ
で
、
国
際
私
法
の
統
一
運
動
の
重
点
は
、
こ
の
時
期
、
ハ
ー
グ
か
ら
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
ヘ
移
行
し
て
い
た
と
の
指
摘
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
手
形
及
び
小
切
手
に
関
す
る
法
の
抵
触
に
つ
い
て
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
の
存
在
で
あ
る
。
手
形
法
及
び
小
切
手
法
の
統
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一
の
た
め
の
国
際
会
議
は
、
す
で
に
一
九
一
〇
年
と
一
九
一
二
年
に
ハ
ー
グ
で
開
催
さ
れ
た
が
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
勃
発
に
よ
り
、

そ
の
試
み
は
中
断
し
て
い
た
。

　
第
一
次
大
戦
後
、
ま
ず
、
一
九
三
〇
年
に
手
形
法
に
関
す
る
統
一
会
議
が
、
つ
ぎ
に
、
一
九
三
一
年
に
小
切
手
法
に
関
す
る
会
議

が
、
い
ず
れ
も
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
一
九
三
〇
年
に
は
、
二
〇
条
か
ら
成
る
「
為
替
手
形
お
よ
び
約

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

束
手
形
に
関
す
る
若
干
の
法
律
の
抵
触
を
規
律
す
る
た
め
の
条
約
」
が
、
ま
た
、
一
九
三
一
年
に
は
、
一
九
条
か
ら
成
る
「
小
切
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

に
関
す
る
若
干
の
法
律
の
抵
触
を
規
律
す
る
た
め
の
条
約
」
が
成
立
し
た
。
こ
の
二
つ
の
条
約
は
い
ず
れ
も
、
反
致
お
よ
び
転
致
を

　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

明
文
で
認
め
て
い
る
。

（
1
）
第
五
回
会
議
以
降
の
会
期
制
の
採
用
に
つ
い
て
、
池
原
季
雄
「
ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
の
一
〇
〇
年
」
国
際
法
外
交
雑
誌
九
二
巻
四

　
・
五
号
（
一
九
九
三
年
）
三
頁
、
高
桑
昭
「
ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
条
約
と
国
際
私
法
の
統
一
」
国
際
法
外
交
雑
誌
九
二
巻
四
・
五
号

　
（
一
九
九
三
年
）
一
二
頁
参
照
。

ハーグ国際私法条約と反致

　　　　　　ハ　ハ　　　パ

8765432）　）　）　）　）　）　）び
転
致
を
認
め
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
観
点
か
ら
の
同
条
約
の
制
定
過
程
の
研
究
に
つ
い
て
は
他
日
を
期
し
た
い

池
原
季
雄
「
ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
の
一
〇
〇
年
」
国
際
法
外
交
雑
誌
九
二
巻
四
・
五
号
（
一
九
九
三
年
）
三
頁
。

Z
o
こ
9
い
薗
8
0
三
∩
簿
一
〇
昌
血
⊆
α
δ
凶
二
葺
①
琶
象
凶
o
＝
巴
震
一
＜
ρ
韻
菊
R
莞
＝
α
①
ω
O
o
ξ
9
一
〇
G
o
①
－
ど
P
Go
①
oo

●

池
原
季
雄
パ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
の
一
〇
〇
年
」
国
際
法
外
交
雑
誌
九
二
巻
四
・
五
号
（
一
九
九
三
年
）
三
頁

O
轟
⊆
ρ
讐
鋤
●
○
；
ω
．
竃
。

菊
O
ω
一
●
一
㊤
ω
ω
＝
“
“
転
ゆ

菊
（
甲
ω
H
一
〇
麟
窃
もQ
＝
切
O
“
駿
，

手
形
法
条
約
二
条
一
項
、
小
切
手
法
条
約
二
条
一
項
を
参
照
。
刃
（
南
一
」
㊤
o。
G

。
自
ホ
O
－
島
ゴ
8
0
出
O
旨
こ
れ
ら
の
条
約
が
反
致
及

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○
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四
　
第
三
期
（
第
七
会
期
か
ら
現
在
ま
で
）

　
第
七
会
期
（
一
九
五
一
年
）
の
開
催
に
よ
り
、
国
際
私
法
の
統
一
と
い
う
事
業
は
再
開
さ
れ
た
。
第
七
会
期
で
採
択
さ
れ
た
数
個

の
条
約
の
う
ち
、
「
本
国
法
と
住
所
地
法
の
抵
触
を
規
律
す
る
た
め
の
条
約
（
一
九
五
五
年
）
」
は
、
反
致
に
つ
い
て
一
つ
の
統
一
条

約
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
最
初
で
最
後
の
試
み
で
あ
っ
た
。
こ
の
試
み
が
失
敗
し
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
条
約
以
後
に
採
択
さ
れ
た

条
約
の
多
く
は
、
反
致
を
、
明
文
で
、
あ
る
い
は
、
暗
黙
の
う
ち
に
否
定
し
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
第
二
二
会
期
（
一
九
七

六
年
）
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
「
夫
婦
財
産
制
の
準
拠
法
に
関
す
る
条
約
（
］
九
七
八
年
）
」
、
お
よ
び
第
一
六
会
期
（
一
九
八
八
年
）

で
採
択
さ
れ
た
「
死
亡
に
よ
る
財
産
の
相
続
の
準
拠
法
に
関
す
る
条
約
（
一
九
八
九
年
）
」
、
並
び
に
第
一
八
会
期
で
採
択
さ
れ
た

「
親
責
任
及
び
子
の
保
護
措
置
に
つ
い
て
の
管
轄
権
、
準
拠
法
、
承
認
、
執
行
及
び
協
力
に
関
す
る
条
約
（
一
九
九
六
年
）
」
は
、
原

則
と
し
て
反
致
を
否
定
す
る
も
の
の
、
条
約
の
規
定
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
る
法
が
非
締
約
国
の
法
律
で
あ
る
場
合
に
、
そ
の
非
締
約

国
法
か
ら
他
の
非
締
約
国
法
へ
の
転
致
を
認
め
る
規
定
を
設
け
て
い
る
。
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第
七
会
期
で
採
択
さ
れ
た
幾
つ
か
の
条
約
の
う
ち
、
本
稿
の
主
題
と
の
関
連
で
特
に
言
及
す
べ
き
な
の
は
、
「
本
国
法
と
住
所
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

法
の
抵
触
を
規
律
す
る
た
め
の
条
約
（
一
九
五
五
年
）
」
で
あ
る
。

　
第
七
会
期
の
開
催
以
前
に
、
オ
ラ
ン
ダ
の
委
員
会
は
、
反
致
に
関
す
る
一
般
的
な
条
約
案
の
作
成
を
意
図
し
て
、
反
致
に
関
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

一
つ
の
草
案
を
準
備
し
、
そ
れ
を
会
議
の
参
加
国
に
あ
ら
か
じ
め
送
付
し
た
。
こ
の
草
案
の
説
明
の
中
で
、
国
際
私
法
の
統
一
を
目

的
と
す
る
ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
が
反
致
に
関
す
る
条
約
案
を
作
成
す
る
こ
と
の
理
由
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
国
際
私

法
の
不
統
一
か
ら
生
じ
る
不
都
合
を
防
止
す
る
た
め
の
最
も
簡
単
な
解
決
は
、
全
て
の
国
に
お
い
て
同
一
の
国
際
私
法
規
定
が
適
用

さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
条
約
を
批
准
す
る
国
が
必
ず
し
も
多
く
な
い
現
状
に
お
い
て
は
、
反
致
を
条
約
で
規
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
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（
3
）

渉
外
事
件
の
解
決
が
国
に
よ
っ
て
異
な
る
と
い
う
結
果
を
除
去
し
う
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
第
七
会
期
に
お
い
て
こ
の
草
案
を
検
討
し
た
第
三
委
員
会
は
、
そ
の
審
議
開
始
後
間
も
な
く
、
反
致
に
関
す
る
一
般
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

な
条
約
案
の
作
成
が
困
難
で
あ
る
と
判
断
し
、
小
委
員
会
を
設
け
、
本
国
法
主
義
を
採
用
す
る
国
と
住
所
地
法
主
義
を
採
用
す
る
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

と
の
間
で
、
同
一
の
事
案
に
つ
い
て
異
な
っ
た
解
決
が
導
か
れ
る
こ
と
を
避
け
る
と
い
う
点
に
問
題
を
限
定
し
、
草
案
を
作
成
し
た
。

こ
の
草
案
を
審
議
し
た
う
え
で
、
結
局
採
択
さ
れ
た
の
が
、
「
本
国
法
と
住
所
地
法
の
抵
触
を
規
律
す
る
た
め
の
条
約
」
で
あ
る
。

　
こ
の
条
約
は
、
次
の
三
つ
の
場
合
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

　
第
一
条
　
当
事
者
が
住
所
を
有
す
る
国
が
本
国
法
の
適
用
を
規
定
し
て
い
る
の
に
、
そ
の
者
の
属
す
る
国
が
住
所
地
法
の
適
用
を
規
定
し
て

　
　
い
る
と
き
は
、
す
べ
て
の
締
約
国
は
住
所
地
法
の
国
内
法
の
規
定
を
適
用
す
る
。

　
第
二
条
　
当
事
者
が
住
所
を
有
す
る
国
お
よ
び
そ
の
者
の
属
す
る
国
が
と
も
に
住
所
地
法
の
適
用
を
規
定
し
て
い
る
と
き
は
、
す
べ
て
の
締

　
　
約
国
は
住
所
地
法
の
国
内
法
の
規
定
を
適
用
す
る
。

　
第
三
条
　
当
事
者
が
住
所
を
有
す
る
国
お
よ
び
そ
の
者
の
属
す
る
国
が
、
と
も
に
本
国
法
の
適
用
を
規
定
し
て
い
る
と
き
は
、
す
べ
て
の
締

　
　
約
国
は
、
本
国
法
の
国
内
法
の
規
定
を
適
用
す
る
。

　
一
見
し
た
だ
け
で
も
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
建
前
は
、
通
常
の
意
味
の
反
致
と
は
全
く
趣
を
異
に
し
て
い
る
。
反
致
は
常
に
法
廷
地

抵
触
規
定
を
出
発
点
と
す
る
が
、
こ
の
条
約
の
規
定
は
、
準
拠
法
の
決
定
に
つ
い
て
法
廷
地
の
抵
触
規
定
を
出
発
点
と
し
て
い
な
い
。

本
国
の
抵
触
規
定
と
住
所
地
国
の
抵
触
規
定
と
を
並
列
さ
せ
、
そ
れ
ら
の
抵
触
規
定
の
指
定
す
る
準
拠
法
が
本
国
法
ま
た
は
住
所
地

法
で
あ
る
場
合
に
、
そ
の
い
ず
れ
か
を
選
択
す
る
。
い
わ
ば
、
諸
国
の
抵
触
規
定
の
併
存
を
前
提
と
し
た
上
で
、
抵
触
規
定
の
抵
触

を
解
決
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
条
約
が
属
人
法
に
関
す
る
本
国
法
主
義
と
住
所
地
法
主
義
の
抵
触
の
解
決
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
場
合
、
そ

の
抵
触
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
本
国
法
と
住
所
地
法
と
の
い
ず
れ
か
一
方
を
場
合
に
応
じ
て
他
方
に
優
先
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

463



法学研究70巻12号（797：12）

（
6
Vい

。
こ
の
点
に
つ
い
て
条
約
が
規
定
し
て
い
る
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
事
者
の
本
国
と
住
所
地
国
の
国
際
私

法
が
と
も
に
、
本
国
法
主
義
ま
た
は
住
所
地
法
主
義
を
採
用
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
と
も
に
認
め
る
主
義
を
適
用
す
べ
き
も
の
と
し

て
い
る
。
他
方
、
住
所
地
国
が
本
国
法
主
義
を
採
用
し
、
本
国
が
住
所
地
法
主
義
を
採
る
場
合
に
は
、
本
国
法
に
対
し
て
住
所
地
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

主
義
の
優
越
を
認
め
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
多
数
国
の
賛
成
が
得
や
す
い
と
い
う
専
ら
実
際
上
の
理
由
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
こ
の
条
約
は
、
批
准
す
る
国
が
少
な
く
、
未
だ
発
効
し
て
い
な
い
。

　
第
七
会
期
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
条
約
に
は
、
こ
の
ほ
か
に
「
有
体
動
産
の
国
際
的
売
買
の
準
拠
法
に
関
す
る
条
約
（
一
九
五
五

（
9
）年

）
」
が
あ
る
。
こ
の
条
約
は
、
国
内
法
へ
の
指
定
を
原
則
と
し
、
例
え
ば
、
そ
の
第
二
条
で
「
売
買
は
契
約
当
事
者
が
指
定
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

国
の
国
内
法
（
一
〇
＝
日
①
ヨ
①
）
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
」
と
規
定
す
る
。
国
内
法
と
い
う
文
言
を
用
い
る
理
由
は
、
国
際
私
法
規
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

へ
の
指
定
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
内
法
へ
の
指
定
と
は
、
当
該
国
の
民
法
等
の
実
質
法
に
対

し
て
な
さ
れ
る
指
定
を
意
味
し
、
当
該
国
の
国
際
私
法
等
の
抵
触
規
定
へ
の
指
定
を
意
味
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
同
条
は
、
反
致
及

び
転
致
の
排
除
を
目
的
と
し
て
い
る
。
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（
1
2
）

　
第
八
会
期
（
】
九
五
六
年
）
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
「
子
に
対
す
る
扶
養
義
務
の
準
拠
法
に
関
す
る
条
約
（
一
九
五
六
年
）
」
は
、

そ
の
第
三
条
に
お
い
て
、
「
子
の
常
居
所
地
法
が
子
に
対
し
い
か
な
る
扶
養
料
請
求
権
を
も
認
め
な
い
と
き
は
、
前
二
条
の
規
定
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

拘
わ
ら
ず
法
廷
地
の
抵
触
規
則
が
指
定
す
る
法
律
が
適
用
さ
れ
る
。
」
と
規
定
す
る
。
同
条
は
、
連
結
の
最
終
的
な
拠
り
所
と
し
て
、

法
廷
地
の
抵
触
規
則
を
考
慮
す
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
構
造
は
、
反
致
を
認
め
る
余
地
を
残
す
も
の
と
も
理
解

し
う
る
。

　
他
方
、
第
八
会
期
で
署
名
さ
れ
た
「
動
産
の
国
際
的
売
買
に
お
け
る
所
有
権
の
移
転
の
準
拠
法
に
関
す
る
条
約
（
一
九
五
八
年
、
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（
1
4
）

未
発
効
）
」
は
、

第
三
条
乃
至
第
五
条
に
お
い
て
国
内
法
（
一
〇
二
日
段
幕
）
へ
の
指
定
を
定
め
、

　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

反
致
を
排
除
し
て
い
る
。

　
第
九
会
期
（
一
九
六
〇
年
）
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
「
未
成
年
者
の
保
護
に
関
す
る
機
関
の
管
轄
権
及
び
準
拠
法
に
関
す
る
条
約

　
　
　
（
1
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

（
一
九
六
一
年
ご
は
、
反
致
に
つ
い
て
特
に
言
及
し
て
い
な
い
も
の
の
、
そ
れ
を
否
定
す
る
趣
旨
の
条
約
と
理
解
さ
れ
る
。
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

「
遺
言
の
方
式
に
関
す
る
法
律
の
抵
触
に
関
す
る
条
約
（
一
九
六
一
年
）
」
の
第
一
条
は
、
「
遺
言
処
分
は
、
次
に
掲
げ
る
国
の
国
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

法
（
一
〇
二
旨
①
ヨ
①
）
に
適
合
す
る
と
き
は
、
方
式
に
関
し
て
は
有
効
と
す
る
。
」
と
規
定
し
、
反
致
の
適
用
の
機
会
を
封
じ
て
い
る
。

　
第
一
〇
会
期
（
一
九
六
四
年
）
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
「
養
子
縁
組
に
関
す
る
機
関
の
管
轄
権
、
準
拠
法
及
び
決
定
の
承
認
に
関

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

す
る
条
約
（
一
九
六
五
年
）
」
は
、
各
条
文
の
中
で
、
国
内
法
と
並
ん
で
本
国
法
と
い
う
文
言
を
用
い
て
い
る
た
め
、
そ
れ
が
実
質

法
を
意
味
す
る
の
か
抵
触
法
を
意
味
す
る
の
か
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
同
条
約
が
養
子
縁
組
の
許
可
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鎗
）

て
管
轄
を
有
す
る
機
関
に
そ
の
機
関
が
存
在
す
る
国
の
国
内
法
を
適
用
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
よ
う
な

準
拠
法
と
管
轄
権
と
を
一
致
さ
せ
る
と
い
う
並
行
原
則
の
立
場
を
前
提
と
す
る
限
り
、
反
致
を
認
め
る
か
否
か
の
問
題
を
議
論
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

こ
と
は
、
明
ら
か
に
意
味
の
な
い
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

　
一
九
六
六
年
の
特
別
会
期
に
お
い
て
は
、
抵
触
法
固
有
の
問
題
を
扱
う
条
約
は
採
択
さ
れ
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

　
第
二
会
期
二
九
六
八
年
）
で
は
、
「
交
通
事
故
の
準
拠
法
に
関
す
る
条
約
（
一
九
七
↓
年
）
」
が
採
択
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

国
内
法
（
一
〇
二
葺
①
3
①
）
へ
の
指
定
を
原
則
と
し
、
反
致
を
認
め
な
い
。

こ
の
条
約
は
、
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（
2
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

　
一
九
七
二
年
の
第
一
二
会
期
で
採
択
さ
れ
た
「
扶
養
義
務
の
準
拠
法
に
関
す
る
条
約
2
九
七
三
年
）
」
は
、
一
九
五
六
年
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

「
子
に
対
す
る
扶
養
義
務
の
準
拠
法
に
関
す
る
条
約
」
と
異
な
り
、
反
致
の
余
地
を
完
全
に
封
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「
生
産
物
責
任

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

の
準
拠
法
に
関
す
る
条
約
（
一
九
七
三
年
）
」
は
、
国
内
法
（
一
〇
二
日
o
ヨ
①
）
へ
の
指
定
を
規
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
反
致
を
認
め
な

（
剴
）
。

し　
と
こ
ろ
で
、
第
二
二
会
期
以
降
に
採
択
さ
れ
た
条
約
の
幾
つ
か
は
、

他
の
非
締
約
国
法
へ
の
転
致
を
認
め
る
。

反
致
を
原
則
と
し
て
否
定
し
な
が
ら
も
、
非
締
約
国
法
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
32
）

　
一
九
七
六
年
の
第
一
三
会
期
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
「
夫
婦
財
産
制
の
準
拠
法
に
関
す
る
条
約
（
一
九
七
八
年
）
」
は
、
そ
の
第

四
条
に
お
い
て
、
一
定
の
場
合
に
、
非
締
約
国
の
抵
触
規
定
を
考
慮
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

　
ま
ず
、
第
四
条
一
項
の
規
定
は
、
「
夫
婦
が
婚
姻
時
に
夫
婦
財
産
制
の
準
拠
法
を
指
定
し
な
か
っ
た
場
合
、
夫
婦
財
産
制
は
、
夫

婦
が
婚
姻
後
最
初
の
常
居
所
を
有
す
る
国
の
国
内
法
に
し
た
が
う
。
」
と
定
め
な
が
ら
、
そ
の
第
四
条
二
項
二
号
b
の
規
定
に
お
い

て
、
夫
婦
の
共
通
本
国
が
非
締
約
国
で
、
そ
の
国
際
私
法
規
定
に
よ
れ
ば
、
そ
の
共
通
本
国
の
国
内
法
が
準
拠
法
と
さ
れ
、
夫
婦
が

婚
姻
後
の
最
初
の
常
居
所
を
、
非
締
約
国
で
、
か
つ
そ
の
国
際
私
法
も
ま
た
夫
婦
の
共
通
本
国
法
の
適
用
を
定
め
る
よ
う
な
国
に
、

有
す
る
場
合
に
は
、
夫
婦
財
産
制
は
、
夫
婦
の
共
通
本
国
の
国
内
法
に
し
た
が
う
、
と
す
る
。
こ
れ
は
、
非
締
約
国
法
か
ら
夫
婦
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

共
通
本
国
法
へ
の
転
致
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
34
）

　
こ
の
他
に
同
会
期
で
採
択
さ
れ
た
「
婚
姻
の
挙
行
及
び
有
効
性
の
承
認
に
関
す
る
条
約
（
一
九
七
八
年
、
未
発
効
）
」
は
、
国
内
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

（
一
〇
＝
具
R
器
）
へ
の
指
定
を
原
則
と
し
、
反
致
を
認
め
な
い
。
ま
た
、
「
代
理
の
準
拠
法
に
関
す
る
条
約
（
一
九
七
八
年
、
未
発
効
）
」
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も
そ
の
第
五
条
で
国
内
法
（
一
〇
二
暮
①
ヨ
。
〉
を
指
定
し
、

　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

反
致
を
認
め
て
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
38
）

　
第
一
四
会
期
（
］
九
〇
八
年
）
に
お
い
て
は
、
「
国
際
的
な
子
の
奪
取
の
民
事
面
に
関
す
る
条
約
（
一
九
八
○
年
）
」
が
採
択
さ
れ
た
。

こ
の
条
約
の
目
的
は
、
い
ず
れ
か
の
締
約
国
へ
不
法
に
連
れ
去
ら
れ
ま
た
は
留
置
さ
れ
た
子
の
迅
速
な
返
還
を
確
保
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
も
の
で
あ
り
（
第
一
条
）
、
子
の
返
還
に
つ
い
て
の
判
断
は
、
監
護
に
関
す
る
実
体
問
題
の
判
断
と
は
次
元
の
異
な
る
問

題
と
解
さ
れ
て
い
る
（
第
一
九
条
）
。
そ
の
意
味
で
、
同
条
約
に
関
連
し
て
、
反
致
の
問
題
を
検
討
す
る
必
要
性
は
さ
ほ
ど
認
め
ら

　
（
3
9
）

れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

　
さ
ら
に
、
同
会
期
で
は
「
あ
る
種
の
消
費
者
売
買
の
準
拠
法
に
関
す
る
決
議
（
一
九
八
O
年
）
」
が
採
択
さ
れ
た
が
、
そ
の
第
六

条
は
、
国
内
法
（
一
〇
＝
筥
。
ヨ
。
）
へ
の
指
定
に
つ
い
て
定
め
、
反
致
を
認
め
て
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

　
第
一
五
会
期
（
一
九
八
四
年
）
に
お
い
て
は
、
「
信
託
の
準
拠
法
及
び
承
認
に
関
す
る
条
約
（
一
九
八
四
年
、
未
発
効
）
」
が
採
択
さ

れ
た
。
こ
の
条
約
は
、
第
一
七
条
に
お
い
て
、
「
こ
の
条
約
に
お
い
て
『
法
律
』
と
は
、
あ
る
国
で
効
力
を
有
す
る
法
律
の
規
定
で
、

抵
触
法
の
規
定
以
外
の
も
の
を
い
う
。
」
と
規
定
し
、
反
致
を
明
文
で
排
除
し
て
い
る
。
こ
の
条
約
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
ハ
ー

グ
条
約
で
確
固
た
る
伝
統
と
し
て
採
用
さ
れ
て
き
た
条
文
形
式
で
あ
る
「
国
内
法
（
一
〇
二
葺
。
3
①
）
」
と
い
う
文
言
が
用
い
ら
れ
な
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
犯
）

っ
た
こ
と
に
は
理
由
が
あ
る
。
国
際
私
法
も
「
国
内
法
」
に
属
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
国
内
法
」
と
い
う
用
語
は
、
不
適
切
で
あ

る
、
と
批
判
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

　
一
九
八
五
年
の
特
別
会
期
に
お
い
て
は
、
「
商
品
の
国
際
的
売
買
契
約
の
準
拠
法
に
関
す
る
条
約
（
↓
九
八
六
年
、
未
発
効
）
」
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

採
択
さ
れ
た
。
こ
の
条
約
は
、
第
一
五
条
に
お
い
て
、
明
文
で
、
反
致
を
否
定
し
て
い
る
。
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（
4
5
）

　
一
九
八
八
年
の
第
一
六
会
期
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
「
死
亡
に
よ
る
財
産
の
相
続
の
準
拠
法
に
関
す
る
条
約
（
一
九
八
九
年
）
」

は
、
第
一
七
条
で
原
則
と
し
て
反
致
を
否
定
す
る
が
、
第
四
条
に
お
い
て
、
条
約
の
規
定
が
非
締
約
国
の
法
律
を
指
定
す
る
場
合
に
、

非
締
約
国
法
か
ら
の
他
の
非
締
約
国
法
へ
の
転
致
を
認
め
る
。
第
四
条
及
び
第
一
七
条
は
次
の
よ
う
な
規
定
で
あ
る
。

　
第
四
条
　
前
条
の
規
定
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
法
律
が
非
締
約
国
の
法
律
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
非
締
約
国
の
抵
触
規
則
が
相
続
の
全
部
ま

　
　
た
は
一
部
に
関
し
他
の
非
締
約
国
の
法
律
を
指
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
他
の
非
締
約
国
で
も
そ
の
自
国
法
を
適
用
す
べ
き
も

　
　
の
と
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
他
の
非
締
約
国
の
法
律
を
適
用
す
る
。

　
第
一
七
条
　
こ
の
条
約
に
お
い
て
は
、
第
四
条
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
法
律
と
は
、
あ
る
国
に
お
い
て
効
力
を
有
す
る
法
律
で
、
抵
触

　
　
規
則
で
な
い
も
の
を
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

　
第
四
条
の
規
定
が
設
け
ら
れ
た
理
由
は
、
次
の
点
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
四
条
は
、
第
一
七
条
の
例
外
規
定
で
あ
る
。

国
際
私
法
の
統
一
を
目
的
と
す
る
国
際
条
約
に
お
い
て
、
反
致
は
、
本
来
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
準
拠
法
と
し
て
指

定
さ
れ
た
法
律
が
非
締
約
国
の
法
律
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
非
締
約
国
と
他
の
非
締
約
国
と
の
間
で
、
同
一
の
事
案
に
対
し
て
同

一
の
準
拠
法
が
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
例
外
的
に
非
締
約
国
法
か
ら
他
の
非
締
約
国
法
へ
の
転
致
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
、
非

締
約
国
間
で
の
判
決
の
国
際
的
調
和
が
達
成
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
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続
く
第
一
七
会
期
（
一
九
三
三
年
）
に
お
い
て
は
、
「
国
際
養
子
縁
組
に
関
す
る
子
の
保
護
及
び
協
力
に
関
す
る
条
約
（
一
九
九
三

（
4
7
）年

）
」
が
採
択
さ
れ
た
が
、
こ
の
条
約
は
、
実
質
法
の
統
一
を
目
指
し
た
条
約
で
あ
り
、
抵
触
法
の
規
定
は
な
く
、
反
致
を
考
慮
す

る
余
地
が
な
い
。

さ
ら
に
、
一
九
九
六
年
の
第
一
八
会
期
で
採
択
さ
れ
た
「
親
責
任
及
び
子
の
保
護
措
置
に
つ
い
て
の
管
轄
権
、
準
拠
法
、
承
認
、



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
〉

執
行
及
び
協
力
に
関
す
る
条
約
」
は
、
そ
の
第
二
一
条
一
項
に
お
い
て
、
「
本
章
に
お
い
て
『
法
律
』
と
は
、
一
国
に
お
い
て
行
わ

れ
る
法
の
う
ち
抵
触
規
定
を
除
い
た
法
律
を
意
味
す
る
」
と
規
定
し
、
反
致
を
原
則
と
し
て
否
定
す
る
。
し
か
し
、
同
条
二
項
で
は
、

「
第
一
六
条
の
規
定
に
し
た
が
い
適
用
さ
れ
る
法
律
が
非
締
約
国
の
法
律
で
あ
っ
て
、
か
つ
そ
の
国
の
抵
触
規
定
が
、
自
国
法
を
適

用
す
る
他
の
非
締
約
国
の
法
律
を
指
定
す
る
場
合
に
は
、
後
者
の
国
の
法
律
が
適
用
さ
れ
る
。
後
者
の
国
の
法
律
が
自
国
の
法
律
を

適
用
し
な
い
場
合
に
は
、
準
拠
法
は
、
第
一
六
条
の
規
定
の
指
定
す
る
法
と
す
る
」
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
一
定
の
場
合
に
、
非
締

約
国
法
か
ら
の
他
の
非
締
約
国
法
へ
の
転
致
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
、
一
九
八
九
年
の
「
死
亡
に
よ
る
財
産
の
相
続
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

準
拠
法
に
関
す
る
条
約
」
の
規
定
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

ハーグ国際私法条約と反致

（
1
）
　
条
約
正
文
と
し
て
、
O
o
欺
驚
窪
8
号
一
鋤
＝
塁
Φ
α
①
融
9
二
三
Φ
3
簿
一
2
巴
震
貯
ρ
＞
9
窃
号
冨
ω
8
二
か
ヨ
Φ
紹
隆
2

　
（
這
巴
）
ス
這
認
）
O
P
o
o
oo
o
o
－
o
o
8
■
∩
〇
三
驚
讐
8
号
ぴ
曽
＝
塁
o
号
今
o
律
ぎ
9
ヨ
簿
δ
コ
巴
震
貯
餅
勾
①
S
包
号
ω
0
3
く
Φ
耳
δ
霧

　
（
一
3
一
－
ち
o
。
O
）
O
P
腫
幽
9
邦
訳
と
し
て
、
法
務
資
料
三
四
〇
号
（
一
九
五
六
年
）
一
五
五
頁
、
川
上
太
郎
編
著
『
国
際
私
法
条
約
集
』

　
（
一
九
六
六
年
）
〔
以
下
、
川
上
『
条
約
集
』
と
略
。
〕
一
四
三
頁
。
解
説
と
し
て
、
石
井
良
三
「
終
戦
後
に
お
け
る
国
際
私
法
に
関
す
る

　
へ
ー
グ
条
約
案
（
一
）
」
法
務
資
料
三
三
三
号
一
五
九
頁
以
下
、
江
川
英
文
「
本
国
法
と
住
所
地
法
の
抵
触
を
規
律
す
る
ハ
ー
グ
条
約
案

　
に
つ
い
て
」
国
際
法
外
交
雑
誌
五
四
巻
四
号
（
一
九
五
五
年
）
一
頁
、
溜
池
良
夫
『
国
際
私
法
講
義
』
（
一
九
九
三
年
）
一
五
四
頁
。

（
2
）
ギ
。
蒼
号
O
・
莞
①
具
一
9
Φ
9
巻
o
ω
②
邑
簿
良
。
コ
ヨ
餌
鉱
曾
。
身
お
薯
・
一
る
・
嘗
驚
2
8
α
①
審
＝
塁
①
α
①
毎
〇
三
艮
。
3
蝕
o
亭

　巴

℃
ユ
み
）
O
o
窪
ヨ
Φ
葺
ω
お
一
磐
募
ψ
σ
ω
8
二
ぴ
壼
①
ω
①
ω
ω
一
〇
⇒
（
お
望
y
（
お
認
）
℃
O
．
瞳
－
台

（
3
）
℃
§
Φ
琶
①
9
毫
9
二
〇
竃
9
巻
o
ω
②
邑
鋤
艮
讐
ヨ
呂
穿
①
α
⊆
釜
一
＜
。
一
お
。
氏
驚
窪
8
号
［
蝉
＝
ε
。
号
鳥
o
凶
二
昇
①
ヨ
器
9
－

　
巴
震
貯
④
O
o
2
ヨ
①
日
ω
希
一
m
ま
ω
ψ
訂
ω
8
ぼ
ぴ
ヨ
①
ω
①
ω
ω
凶
o
コ
（
一
〇
凹
）
ゆ
（
一
〇
認
）
O
P
長
－
“
㎝

（
4
）
　
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
江
川
英
文
「
本
国
法
と
住
所
地
法
の
抵
触
を
規
律
す
る
ハ
ー
グ
条
約
案
に
つ
い
て
」
国
際
法
外
交
雑

誌
五
四
巻
四
号
（
一
九
五
五
年
）
一
〇
頁
以
下
で
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
5
）
　
＞
＜
雪
↑
買
9
簿
α
①
∩
o
コ
く
窪
二
〇
p
O
o
巽
み
包
霞
一
①
ω
o
o
葺
葺
ω
の
葺
お
5
一
（
）
一
き
辞
一
書
巴
①
2
5
一
9
α
仁
α
○
ヨ
三
一
ρ
∩
o
氏
ひ
－

お
唐
①
号
［
四
＝
四
》
δ
α
①
葺
o
酌
二
葺
①
3
讐
一
〇
轟
一
實
一
＜
ρ
＞
簿
霧
号
一
鋤
oD
8
二
伽
ヨ
①
ω
o
ω
ω
凶
o
コ
（
一
〇
鰹
）
ス
一
〇
認
）
P
器
①
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（
6
）
　
幻
巷
ε
ほ
α
o
ω
實
麩
き
x
α
巴
鋤
↓
8
腔
①
ヨ
①
O
o
日
昆
ω
ω
一
自
（
8
薯
○
一
）
實
ぴ
ω
窪
泳
B
憎
竃
。
O
。
ω
き
ω
震
－
＝
巴
㌍
O
o
三
働
窪
8

　
箒
い
g
＝
塁
㊦
幕
母
o
一
二
日
①
ヨ
曽
は
o
口
巴
震
一
く
餅
》
0
8
ω
α
①
一
鋤
ω
8
広
ぴ
ヨ
o
ω
①
ω
ω
一
〇
口
（
一
3
一
）
）
（
一
〇
認
）
℃
℃
．
oo
刈
㌣
oo
刈
①

（
7
）
菊
8
ロ
9
α
①
ω
冨
く
窪
図
血
①
一
四
ギ
・
一
ω
一
曾
。
O
。
ヨ
巨
ω
ω
一
9
（
『
8
＜
。
一
）
質
ひ
ω
窪
鼠
B
『
客
O
●
ω
き
ω
R
出
聾
O
。
昌
み
2
8

　
α
①
一
餌
＝
身
o
匹
①
母
o
一
二
筥
①
ヨ
鋤
二
〇
口
巴
O
ユ
＜
ρ
＞
9
①
ω
q
o
一
餌
ω
8
彫
ヨ
①
ω
⑦
ω
ω
一
g
（
一
綜
一
）
〕
（
一
〇
認
）
℃
P
ω
認
－
ω
お

（
8
）
　
批
准
国
は
、
ベ
ル
ギ
ー
、
オ
ラ
ン
ダ
で
あ
る
（
一
九
九
七
年
四
月
一
四
日
現
在
）
。

（
9
）
　
条
約
正
文
と
し
て
、
O
o
蔑
騨
窪
8
号
い
勉
＝
塁
①
号
血
δ
一
二
筥
①
ヨ
呂
9
巴
賃
貯
趣
＞
9
霧
号
ξ
ω
8
匡
α
ヨ
①
ω
8
巴
2

　
（
一
〇
躍
y
（
ご
認
）
P
o。
o
o
ド
即
①
8
①
＝
号
ω
0
9
お
日
δ
諺
（
一
3
∵
お
o
o
O
）
冨
」
N
－
一
卜
邦
訳
と
し
て
、
川
上
『
条
約
集
』
一
四
〇
頁
。

（
1
0
）
　
そ
の
他
、
第
三
条
、
第
四
条
、
等
を
参
照
。

（
1
1
）
勾
碧
8
誹
震
ひ
ω
①
三
ぴ
冨
『
竃
．
ピ
」
信
≡
o
貯
α
0
5
寓
o
轟
＆
一
酵
①
）
9
氏
恥
睾
8
α
①
一
㊤
＝
塁
Φ
α
o
α
8
一
二
日
Φ
ヨ
器
o
p
巴
震
貯
ρ

＞
9
8
号
壁
ω
8
藏
目
①
ω
8
ω
一
9
（
お
田
）
ス
ご
認
）
薯
“
①
。
－
o
。
9
同
条
約
に
つ
い
て
討
議
し
た
第
一
委
員
会
に
お
い
て
、
条
約
第

　
二
条
の
「
内
国
法
」
と
い
う
用
語
は
、
と
く
に
間
題
と
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
＞
9
8
8
ご
ω
8
島
ヨ
o
ω
窃
ω
δ
P
O
P

ω
㌣
器
。
を
参
照
。

（
1
2
）
　
条
約
正
文
と
し
て
、
O
o
氏
驚
窪
8
含
一
四
寓
昌
①
身
α
δ
一
二
葺
①
ヨ
呂
9
巴
夏
貯
ρ
＞
9
霧
号
一
四
ゲ
三
診
ヨ
Φ
器
隆
9

　
（
一
3
0
ン
（
お
竃
）
P
竃
o。
。
寄
o
＝
亀
α
8
0
8
話
日
δ
霧
（
お
q
7
お
o
o
O
）
薯
・
o
㌣
o
。
“
σ
邦
訳
と
し
て
、
川
上
『
条
約
集
』
一
五
三
頁
。
解

説
と
し
て
、
細
川
清
「
『
子
に
対
す
る
扶
養
義
務
の
準
拠
法
に
関
す
る
条
約
』
の
批
准
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
六
四
九
号
（
一
九
七
七
年
）
一
〇

　
二
頁
以
下
。

（
1
3
）
　
同
条
約
に
つ
い
て
、
勾
砦
8
訴
号
鼠
O
o
目
ヨ
奮
凶
8
ω
幕
息
巴
①
目
診
窪
臥
O
巽
冨
・
一
」
・
薯
凶
旨
2
0
0
蔦
騨
9
8
号
岳

＝
塁
の
α
①
身
o
一
二
旨
Φ
ヨ
呂
o
口
巴
夏
一
＜
ρ
O
o
霊
ヨ
の
艮
ω
邑
呂
脇
ω
巴
蝉
げ
三
藏
ヨ
①
ω
①
ω
ω
一
〇
p
（
お
罰
γ
（
お
零
）
p
一
N
。
’
寄
暑
o
旨
霊
『

　
一
①
ω
＃
鋤
く
貰
図
α
①
鼠
霞
o
一
ω
み
日
①
O
o
ヨ
B
凶
oり
巴
o
コ
（
o
ぴ
凱
鴇
鉱
o
昌
o
。
巴
一
巳
①
昌
鉱
お
ω
）
誌
象
鰍
O
貰
冒
’
い
」
●
α
①
≦
営
冨
き
O
o
昌
簿
①
目
①

号
い
曽
頃
塁
Φ
号
母
o
一
二
日
o
ヨ
簿
一
2
巴
夏
ぞ
ρ
＞
9
①
ω
号
σ
げ
忌
幕
ヨ
o
紹
隆
自
（
お
器
）
ス
お
鴇
）
P
G。
旨
。
参
照
。

（
1
4
）
　
条
約
正
文
と
し
て
、
O
o
氏
曾
窪
8
号
一
餌
＝
身
Φ
号
α
8
一
二
葺
Φ
ヨ
器
9
巴
冥
オ
ρ
＞
9
8
号
田
げ
仁
三
α
B
①
器
隆
9

　
（
お
郭
y
（
屋
零
）
P
o。
き
．
菊
①
霊
亀
号
ω
O
o
毫
の
旨
δ
霧
（
一
〇
鰹
－
這
o
。
O
）
暑
ま
山
濾
。
邦
訳
と
し
て
、
川
上
『
条
約
集
』
一
四
八
頁
。

（
1
5
）
　
幻
碧
o
＃
α
巴
四
〇
〇
ヨ
ヨ
一
ω
ω
一
〇
⇒
ω
鳳
9
巴
①
虞
ぴ
ω
窪
臥
O
曽
竃
●
ρ
＜
き
＝
①
簿
ρ
O
o
氏
恥
窪
8
α
Φ
一
餌
＝
塁
①
α
①
α
8
一
二
旨
①
ヨ
甲

蝕
8
巴
震
貯
斜
U
o
8
∋
雪
冨
お
巨
勢
巴
四
ご
諄
一
ぴ
ヨ
①
8
裟
8
（
お
郭
ン
（
這
q
刈
）
P
8
参
照
。
な
お
、
同
条
約
の
別
の
報
告
書
で
あ
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る
菊
餌
O
O
O
昌
α
霧
q
餌
く
餌
¢
区
α
①
一
鋤
℃
話
ヨ
み
お
O
O
ヨ
ヨ
一
〇
。
ω
δ
コ
（
一
轟
5
駄
Φ
誹
α
Φ
夏
O
℃
ユ
ひ
敏
）
℃
誌
ω
Φ
づ
舐
O
費
軍
。
r
脳
β
臣
9
α
①
一
鋤

ζ
o
『
き
象
驚
ρ
O
o
氏
働
g
8
α
①
［
餌
＝
塁
①
α
①
警
○
一
二
三
Φ
毎
鋤
ユ
o
⇒
巴
賃
一
諒
‘
＞
9
0
。
D
α
①
一
餌
『
三
ぼ
ぴ
ヨ
Φ
oD
①
ω
ω
一
g
（
一
㊤
㎝
①
）
ス
這
留
）

℃
戸
竈
や
ω
O
H
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
触
れ
て
い
な
い
。

（
1
6
）
　
条
約
正
文
と
し
て
、
∩
〇
三
驚
9
8
号
鍔
＝
身
Φ
階
α
8
一
二
黒
o
ヨ
讐
3
巴
賃
ぞ
ρ
＞
9
8
卑
O
o
窪
ヨ
窪
房
号
σ
器
舅
み

ヨ
①
ω
①
ω
巴
9
（
お
8
ζ
」
＜
ス
お
2
）
署
。
曽
甲
田
○
。
（
戸
曽
㎝
y
菊
o
o
斥
一
乙
窃
0
2
話
具
δ
霧
（
一
〇
巴
－
ち
O
o
O
）
薯
」
㌣
＆
。
邦
訳
と
し
て
、

川
上
『
条
約
集
』
一
五
七
頁
。

（
1
7
）
勾
8
8
旨
①
巻
一
凶
8
蔑
α
①
ζ
’
≦
．
留
oっ
辞
①
貫
0
5
0
0
三
驚
①
昌
o
o
O
①
審
＝
9。
冨
審
昏
o
一
二
日
①
ヨ
鋤
鉱
o
轟
ぎ
ユ
く
ρ
＞
9
Φ
ω
Φ
酔
0
8
－

仁
ヨ
睾
房
号
鼠
羅
瑳
識
ヨ
o
器
ω
巴
g
（
お
8
二
」
ダ
（
ご
2
）
署
曽
甲
漣
ω
。

（
1
8
）
O
憂
』
ρ
P
鉾
ρ
あ
。
ミ
。
も
っ
と
も
、
条
約
第
二
二
条
一
項
は
、
「
こ
の
条
約
は
締
約
国
に
常
居
所
を
有
す
る
全
て
の
未
成
年
者
に

適
用
さ
れ
る
」
と
規
定
し
て
い
る
か
ら
、
未
成
年
者
が
非
締
約
国
に
常
居
所
を
有
す
る
場
合
の
処
理
を
ど
う
す
る
の
か
は
不
明
で
あ
り
、

　
そ
の
場
合
に
は
、
条
約
以
外
の
抵
触
法
を
考
慮
す
る
余
地
を
残
し
て
い
る
。

（
1
9
）
　
条
約
正
文
と
し
て
、
9
三
驚
9
8
号
ピ
鋤
＝
3
①
号
α
8
評
ぎ
9
3
旨
（
ヨ
巴
實
ぞ
餅
＞
9
窃
①
醗
O
o
2
∋
①
三
ω
号
5
器
舅
識

日
①
ω
①
ω
ω
一
2
（
一
8
0
＝
」
戸
（
お
窪
）
薯
」
誤
山
認
．
寄
8
包
号
ω
0
9
話
暮
δ
霧
（
お
躍
－
お
o
c
O
）
薯
」
O
o
－
留
。
邦
訳
と
し
て
、
川
上

　
『
条
約
集
』
一
六
〇
頁
。

（
2
0
）
菊
8
唱
o
旨
①
x
O
一
一
8
旨
α
①
ζ
・
＝
o
霞
一
ゆ
讐
ま
o
戸
O
o
三
驚
窪
8
α
o
躍
＝
身
①
α
o
祭
9
江
日
o
ヨ
讐
δ
コ
巴
冒
才
ρ
＞
倉
①
ω
9
0
0
0
－

自
ヨ
①
日
ω
血
①
一
鋤
器
⊆
＜
融
ヨ
①
ω
①
ω
ω
凶
o
コ
（
一
8
0
）
け
＝
ン
（
一
8
一
）
O
P
一
①
O
山
①
一
●

（
2
1
）
　
条
約
正
文
と
し
て
、
O
o
昌
騨
窪
8
号
ぴ
曽
＝
塁
①
号
α
8
一
二
葺
0
3
魯
9
巴
胃
貯
ρ
＞
9
霧
9
0
0
2
ヨ
窪
房
繕
σ
良
×
織
ヨ
①

ω
①
ω
ω
一
〇
昌
（
一
〇
①
“
）
辞
」
一
）
（
一
8
㎝
）
O
P
ω
O
O
ム
O
S
菊
Φ
8
＝
α
Φ
ω
O
o
昌
く
窪
諏
o
冨
（
一
〇
ヨ
ー
一
〇
〇〇
〇
）
O
P
竃
－
謡
力
筈
Φ
一
ω
N
oo
O
（
一
〇
①
O
）
お
O
薗

邦
訳
と
し
て
、
川
上
『
条
約
集
』
一
六
六
頁
。

（
2
2
）
勾
8
0
0
ほ
o
巻
＝
8
舞
号
霞
．
勾
o
鴨
『
蜜
㊤
三
‘
O
o
氏
驚
①
R
①
α
①
ぴ
鋤
＝
身
①
号
鳥
o
凶
二
三
①
ヨ
讐
一
9
巴
胃
一
く
餅
＞
∩
8
ω
9
0
0
0
－

＝
ヨ
①
葺
ω
号
一
四
9
×
み
日
①
ω
①
ω
④
δ
ゴ
（
お
竃
）
再
」
戸
（
お
臼
）
O
」
一
一
。

（
2
3
）
　
＝
㊤
霧
O
■
固
鼻
o
び
菊
四
げ
①
一
ω
N
しo
O
（
一
8
①
）
①
O
①
－
①
自
（
爵
①
－
爵
oo
）
’

（
24
）
　
条
約
正
文
と
し
て
、
9
三
働
窪
8
号
一
餌
＝
塁
①
箒
α
ε
一
二
三
Φ
3
鋤
ユ
書
巴
賃
一
急
．
＞
簿
霧
象
0
8
＝
ヨ
〇
三
ω
α
巴
費
）
自
み
ヨ
①

ω
o
ω
ω
一
〇
口
（
一
〇
〇
〇〇
）
一
」
自
ス
お
刈
O
）
℃
P
お
し
o
－
一
㊤
o
o
’
閑
①
o
q
o
臨
α
窃
∩
o
o
＜
①
葺
一
（
5
ω
（
一
〇
日
山
O
Oo
O
）
O
P
一
畠
－
一
望
。
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（
2
5
）
　
第
三
条
、
第
四
条
、
第
六
条
、
等
。

（
％
）
　
　
勾
蝉
O
O
O
『
6
0
X
O
一
一
〇
四
ぼ
粘
α
①
霞
，
国
『
一
〇
≦
．
国
ω
ω
O
コ
w
O
O
＝
暁
伽
『
の
口
O
①
鎚
①
一
鋤
＝
四
k
①
α
①
血
『
○
評
一
昌
併
O
『
＝
鋤
二
〇
⇒
卑
一
唱
ユ
く
伽
、
＞
〇
一
〇
ω
①
一
】
》
O
O
－

　
仁
ヨ
①
O
ひ
ω
α
①
一
曽
O
昌
N
一
α
ヨ
①
ω
①
oo
ω
一
〇
口
　
（
一
■
O
O
OO
）
　
け
一
一
ン
　
（
一
〇
刈
O
）
O
．
N
O
①
、

（
2
7
）
　
ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
第
二
一
会
期
に
つ
い
て
は
、
高
桑
昭
「
ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
第
一
二
会
期
の
報
告
」
法
曹
時
報
二
五
巻
一

号
（
一
九
七
三
年
）
二
四
頁
以
下
を
参
照
。

（
2
8
）
　
条
約
正
文
と
し
て
、
O
o
銃
働
窪
8
号
一
餌
寓
塁
o
α
Φ
融
9
二
旨
①
ヨ
讐
一
9
巴
胃
貯
ρ
＞
9
窃
9
q
o
霊
ヨ
o
旨
ω
号
σ
α
o
旨
5

ヨ
①
ω
の
ω
ω
一
〇
昌
（
一
㊤
認
）
け
一
く
ス
一
零
㎝
）
薯
，
ω
ミ
ー
ω
。。
N
．
寄
霊
①
一
三
①
ω
O
g
く
①
＆
o
屋
（
一
。
竃
－
一
㊤
。。
。
）
o
p
曽
・。
－
認
S

（
⑳
）
　
　
勾
鋤
℃
O
O
『
叶
①
×
O
眠
O
鋤
ユ
㌦
虹
O
家
。
ζ
一
〇
『
①
一
＜
Φ
憎
毛
凶
の
げ
①
昌
Ψ
O
O
昌
貼
ぴ
同
Φ
旨
O
O
α
①
ピ
四
】
山
鋤
k
O
α
①
α
H
O
津
一
昌
辞
Φ
H
昌
四
二
〇
口
㊤
一
b
ユ
く
仙
‘
＞
O
け
①
ω

　
①
砂
O
O
O
⊆
ヨ
の
口
一
ω
α
①
一
四
α
○
⊆
N
一
ぴ
ヨ
①
ω
O
ω
ω
一
〇
コ
　
（
一
㊤
刈
N
）
一
5
一
く
｝
（
一
〇
刈
伊
）
　
O
O
．
“
㎝
GQ
l
“
㎝
“
。

（
3
0
）
　
条
約
正
文
と
し
て
、
9
三
恥
9
8
島
い
四
＝
塁
①
号
α
8
一
二
日
R
轟
ユ
2
巴
震
貯
ρ
＞
9
8
9
0
0
象
ヨ
窪
一
ω
号
冨
α
o
自
み

ヨ
①
紹
⑦
の
一
書
（
這
認
）
齢
」
算
（
這
週
）
薯
●
圏
？
謡
O
，
寄
窪
亀
号
ω
0
9
話
昌
δ
霧
（
お
竃
－
這
o
・
O
）
薯
」
O
㌣
8
H
同
条
約
の
邦
訳
及

　
び
解
説
と
し
て
、
高
桑
昭
「
生
産
物
責
任
に
適
用
さ
れ
る
法
律
に
関
す
る
条
約
に
つ
い
て
」
国
際
商
事
法
務
二
巻
二
号
（
一
九
七
四
年
）

　
　
二
頁
。

（
組
）
　
　
勾
蝉
O
も
O
『
け
Φ
X
O
一
凶
〇
四
試
｛
α
①
ζ
昌
≦
．
一
●
言
巳
勾
①
①
ω
①
曽
O
O
コ
暁
ぴ
『
O
P
O
①
α
①
一
四
＝
四
《
①
α
Φ
α
『
O
詳
一
コ
け
Φ
『
づ
蝉
江
O
昌
帥
一
〇
ユ
く
ひ
）
＞
O
辞
①
ω
①
叶
】
》
O
O
－

　
¢
b
日
①
コ
許
ω
α
①
一
蝉
α
O
信
N
一
α
ヨ
O
ω
Φ
ω
ω
一
〇
⇒
　
（
一
■
O
刈
N
）
け
一
一
一
．
　
（
一
F
O
刈
“
）
℃
O
’
⑲
㎝
N
－
N
刈
しQ
．

（
3
2
）
　
条
約
正
文
と
し
て
、
勾
①
2
亀
8
里
⇔
9
話
暮
δ
霧
（
一
3
∵
お
o
。
O
）
℃
P
認
o
。
－
圏
H

（
3
3
）
寄
薯
象
突
忌
8
舞
9
コ
辱
窪
8
号
冨
＝
身
①
号
身
o
凶
二
暮
①
ヨ
器
9
巴
頁
ま
）
＞
。
弱
魯
O
o
2
目
。
日
畳
巴
讐
a
尊

　
α
ヨ
①
ω
O
ω
ω
一
〇
昌
　
（
一
■
O
刈
O
）
け
一
一
　
（
一
〇
刈
OQ
）
　
℃
。
N
N
O
．

（
3
4
）
　
条
約
正
文
と
し
て
、
O
o
三
恥
窪
8
号
い
薗
＝
塁
o
号
q
8
一
二
旨
①
毎
器
8
巴
頁
貯
餅
＞
簿
窃
9
0
0
2
ヨ
窪
併
の
箒
ξ
霞
①
鼠
ぴ

　
ヨ
①
ω
①
ω
ω
一
〇
コ
　
（
一
〇
刈
①
）
壁
一
一
鰹
　
（
一
〇
刈
○○
）
℃
℃
，
N
O
O
N
I
N
O

O
刈
。
勾
①
O
⊆
①
二
α
①
ω
O
O
口
＜
①
昌
一
一
〇
P
ω
　
（
一
〇
㎝
一
ー
一
■
O
OO
O
）
　
O
℃
9
N
“
N
I
N
㎝
一
。

（
訪
）
　
　
勾
㊤
O
O
O
『
一
α
①
一
四
〇
〇
b
日
ヨ
一
ω
ω
凶
O
昌
ω
℃
仙
O
一
四
一
①
ひ
辞
餌
げ
＝
口
四
『
家
ζ
。
O
ゴ
ユ
ω
辞
O
犠
ゆ
α
『
日
①
『
の
け
＞
α
四
一
『
一
》
賓
O
吋
”
q
ぴ
O
O
⇒
｛
伽
『
①
O
O
①
α
①

　
［
餌
＝
曽
図
O
α
O
α
『
O
律
一
コ
酔
①
憎
⇒
鋤
鉱
O
＝
鋤
一
〇
ユ
く
伽
w
＞
O
叶
①
ω
Φ
併
一
》
O
O
＝
e
①
＝
貯
ω
血
①
一
鋤
叶
『
O
一
N
一
ぴ
ヨ
①
ω
①
ω
巴
0
5
　
（
一
〇
刈
①
）
　
け
　
一
H
ン
　
（
一
〇
刈
Oo
）
　
b
℃
。

一
曽
山
N
㎝
勇
8
8
訴
①
巻
一
一
8
象
α
①
客
＞
ぎ
鼠
巴
ヨ
雪
同
α
β
＞
舞
ω
餌
O
・
8
ヨ
①
艮
ω
α
Φ
ご
辞
邑
N
一
Φ
ヨ
①
ω
Φ
ω
ω
一
g
（
一
。
蕊
）
け
…
w

　
　
（
一
〇
刈
Oo

）
　
O
。
N
O
㎝
9
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（
3
6
）
　
条
約
正
文
と
し
て
、
O
o
三
恥
雪
8
号
H
翰
＝
身
o
α
o
象
9
二
三
〇
ヨ
呂
9
巴
胃
ぞ
少
＞
9
霧
9
0
0
8
∋
8
冨
箒
衝
寝
巴
N
串

　
B
①
ω
①
隆
o
昌
（
一
〇
お
）
酢
●
【
く
）
（
一
〇
刈
O
）
℃
P
ω
目
－
o。
刈
9
菊
①
8
①
＝
α
Φ
ω
O
o
昌
＜
o
葺
δ
霧
（
一
3
一
－
一
〇
〇〇
〇
）
O
P
謡
㌣
ま
し
0
5
勾
四
σ
①
一
の
N
“
oo

　
（
一
〇
お
）
嵩
9

（
37
）
　
菊
毬
8
旨
①
巻
一
一
8
舞
号
言
」
．
P
7
ス
貰
。
D
＄
口
．
O
o
三
驚
讐
8
α
①
［
帥
＝
婁
o
号
α
『
9
二
耳
①
3
讐
一
8
巴
夏
一
く
掛
＞
o
貯
①
。。
①
酔

　
O
o
霊
ヨ
①
葺
ω
α
巴
㊤
嘗
虫
N
み
B
①
ω
①
ω
ω
凶
g
（
一
〇
刈
①
）
一
」
＜
（
一
翰
㊤
）
O
p
巽
o。
ム
認
願

（
3
8
）
条
約
正
文
と
し
て
、
O
o
氏
驚
窪
8
号
ε
＝
鍔
Φ
号
α
8
津
ぎ
毎
毎
注
雲
巴
質
オ
ρ
＞
9
8
卑
O
o
e
ヨ
曾
富
号
σ
∈
碧
o
旨
一

砂
日
①
ω
o
ω
ω
凶
o
昌
（
一
〇
〇〇
〇
）
辞
」
戸
（
一
〇
〇〇
N
）
も
P
占
o。
ム
謡
，
菊
①
2
①
＝
α
o
ω
O
o
毫
g
二
〇
房
（
お
㎝
一
山
O
oo
O
）
℃
P
N
露
－
N
oo
ω
’
閃
ぎ
巴
ω
N
“
①

　
（
一
〇
〇
〇
N
）
置
①
－
お
P
本
条
約
の
解
説
と
し
て
、
南
敏
文
「
へ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
第
一
四
会
期
の
概
要
」
民
事
月
報
三
八
巻
二
号
三
頁
、

早
川
真
一
郎
「
国
境
を
越
え
る
子
の
奪
い
合
い
qD
」
名
古
屋
大
学
法
政
論
集
一
六
四
号
（
一
九
九
六
年
）
四
九
頁
以
下
、
織
田
有
基
子

　
「
『
子
の
奪
取
に
関
す
る
ハ
ー
グ
条
約
』
の
実
際
の
適
用
と
日
本
に
よ
る
批
准
の
可
能
性
」
国
際
法
外
交
雑
誌
九
五
巻
二
号
（
↓
九
九
六

年
）
三
五
頁
以
下
、
を
参
照
。

（
3
9
）
　
も
っ
と
も
、
条
約
第
三
条
は
、
子
の
監
護
の
問
題
は
、
子
の
常
居
所
地
国
の
法
律
（
抵
触
規
定
を
も
含
む
）
に
従
っ
て
判
断
さ
れ
る

　
べ
き
で
あ
る
、
と
規
定
し
て
い
る
。

（
4
0
）
　
菊
鋤
σ
o
一
ω
N
＆
（
這
oo
ω
）
お
“
る
8
．

（
41
）
　
条
約
正
文
と
し
て
、
O
o
氏
驚
窪
8
号
［
蝉
＝
塁
①
号
α
3
一
二
暮
o
ヨ
注
9
巴
震
貯
ρ
＞
9
霧
雲
U
o
2
ヨ
①
葺
ω
号
一
鋤
ρ
三
目
串

ヨ
の
紹
ω
巴
9
（
お
o
。
轟
）
け
F
（
お
oo
㎝
）
O
P
G。
①
∵
ま
o
。
．
菊
ぎ
巴
＆
9
（
這
o。
①
）
＄
o
。
高
一
鱈
邦
訳
と
し
て
、
池
原
季
雄
編
『
国
際
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〇
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這
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邦
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お
よ
び
解
説
と
し
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松
岡
博
⊥
・
同
杉
直
n
多
田
望
「
国
際
物
品
売
買
契
約
の
準
拠
法
に
関
す
る

　
ハ
ー
グ
条
約
（
一
九
八
六
年
）
に
つ
い
て
」
阪
大
法
学
四
三
巻
一
号
（
一
九
九
三
年
）
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頁
以
下
。
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頁
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条
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正
文
と
し
て
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菊
く
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一
●
図
ピ
（
5
3
二
誘
莞
N
も
。
暗
N
。
邦
訳
お
よ
び
解
説
と
し
て
、
清
水
響
「
へ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
第

　
一
七
会
期
の
概
要
－
国
際
養
子
縁
組
に
関
す
る
子
の
保
護
及
び
協
力
に
関
す
る
条
約
を
中
心
と
し
て
ー
」
民
事
月
報
四
八
巻
一
一
号
（
一

　
九
九
三
年
）
三
〇
頁
以
下
、
中
川
高
男
「
ハ
ー
グ
国
際
養
子
条
約
に
つ
い
て
」
新
し
い
家
族
二
五
号
（
一
九
九
四
年
）
七
〇
頁
以
下
、
鳥

居
淳
子
「
国
際
養
子
縁
組
に
関
す
る
子
の
保
護
及
び
協
力
に
関
す
る
条
約
に
つ
い
て
」
国
際
法
外
交
雑
誌
九
三
巻
六
号
（
一
九
九
五
年
）

　
一
頁
以
下
。

（
4
8
）
　
条
約
正
文
と
し
て
菊
①
＜
諾
o
葺
δ
莞
（
這
8
）
P
oo
一
〇

。
。
本
条
約
に
つ
い
て
は
、
既
に
一
九
九
七
年
春
の
国
際
私
法
学
会
に
お
い
て
、

横
山
潤
教
授
に
よ
り
報
告
済
み
で
あ
る
。
そ
の
他
、
同
条
約
の
解
説
と
し
て
、
横
山
潤
「
子
の
保
護
に
関
す
る
ハ
ー
グ
条
約
準
備
草
案
に

　
つ
い
て
」
一
橋
論
争
二
六
巻
一
号
（
一
九
九
六
年
）
一
頁
以
下
。
鍔
題
巳
ρ
雷
き
瑳
亀
①
8
＝
＜
①
旨
δ
＝
紆
鍔
＝
塁
Φ
旨
二
鋤
蜜
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ω
ヨ
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①
＜
ま
o
葺
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器
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鴇
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O
P
N
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刈
－
卜
o
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刈
●

（
4
9
）
　
い
鋤
ひ
q
鋤
こ
ρ
o
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こ
唱
唱
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“
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五
　
結
　
び

　
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
反
致
は
、
こ
の
一
〇
〇
年
の
間
に
調
印
・
発
効
し
た
ハ
ー
グ
国
際
私
法
条
約
に
お
い
て
、
条
約
が
国
際

私
法
の
統
一
を
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
あ
ま
り
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
第
一
次
世
界
大
戦
前
に
採
択
さ
れ
た
条
約
の
う
ち
、
反
致
及
び
転
致
を
認
め
る
も
の
は
、
一
九
〇
二
年
の
「
婚
姻
に
関
す
る
法
律



ハーグ国際私法条約と反致

の
抵
触
を
規
律
す
る
た
め
の
条
約
」
第
一
条
の
規
定
だ
け
で
あ
り
、
こ
の
時
期
に
調
印
・
発
効
を
み
た
他
の
条
約
は
い
ず
れ
も
、
反

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

致
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
な
い
。
当
時
、
ハ
ー
グ
条
約
の
当
然
の
適
用
地
域
は
、
締
約
国
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
領
域
に
限
ら
れ
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
、
条
約
の
締
約
国
の
数
は
限
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
国
の
大
多
数
が
属
人
法
の
分
野
に
お
い
て
国
籍
を
連
結
素
と
し

て
い
た
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
反
致
が
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
あ
く
ま
で
例
外
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
二
つ
の
世
界
大
戦
の
間
、
ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
の
活
動
は
沈
滞
し
、
そ
こ
で
採
択
さ
れ
た
条
約
お
よ
び
条
約
案
は
い
ず
れ
も
調

印
お
よ
び
発
効
を
み
な
か
っ
た
が
、
同
時
期
に
採
択
さ
れ
た
手
形
及
び
小
切
手
に
関
す
る
法
の
抵
触
に
つ
い
て
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約

が
、
反
致
及
び
転
致
を
認
め
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

　
第
二
次
世
界
大
戦
以
後
の
第
七
会
期
に
お
い
て
署
名
さ
れ
た
「
本
国
法
と
住
所
地
法
の
抵
触
を
規
律
す
る
た
め
の
条
約
」
は
、
属

人
法
の
決
定
基
準
に
つ
い
て
、
本
国
法
主
義
に
立
つ
国
と
住
所
地
法
主
義
に
立
つ
国
と
の
間
の
対
立
を
緩
和
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
条
約
の
失
敗
と
、
そ
の
後
に
採
択
さ
れ
た
ハ
ー
グ
条
約
が
反
致
を
否
定
し
て
い
る
こ
と
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

無
関
係
で
は
な
い
と
の
指
摘
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
五
五
年
の
「
有
体
動
産
の
国
際
的
売
買
の
準
拠
法
に
関
す
る
条
約
」
の
採

択
以
降
、
ハ
ー
グ
条
約
は
反
致
を
明
ら
か
に
否
定
し
て
き
た
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
近
時
の
条
約
の
中
に
は
、
反
致
を
原
則
と
し
て
否
定
し
な
が
ら
も
、
条
約
の
規
定
に
よ
っ
て
非
締
約

国
の
法
が
指
定
さ
れ
る
場
合
に
、
そ
の
非
締
約
国
が
他
の
非
締
約
国
法
を
指
定
し
、
そ
の
非
締
約
国
の
抵
触
規
定
も
自
国
法
が
適
用

さ
れ
る
と
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
国
の
法
に
よ
る
と
す
る
、
転
致
を
認
め
る
も
の
が
現
れ
た
。
そ
れ
が
、
「
夫
婦
財
産
制
の
準

拠
法
に
関
す
る
条
約
（
一
九
七
八
年
）
」
「
死
亡
に
よ
る
財
産
の
相
続
の
準
拠
法
に
関
す
る
条
約
（
一
九
八
九
年
）
」
「
親
責
任
及
び
子

の
保
護
措
置
に
つ
い
て
の
管
轄
権
、
準
拠
法
、
承
認
、
執
行
及
び
協
力
に
関
す
る
条
約
（
一
九
九
六
年
）
」
等
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

条
約
が
転
致
を
認
め
る
理
由
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
非
締
約
国
間
で
の
準
拠
法
の
一
致
を
条
約
の
規
定
に
よ
っ
て
損
う
べ
き
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

い
、
と
説
明
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
国
際
私
法
の
統
一
を
目
的
と
す
る
ハ
ー
グ
条
約
に
お
い
て
、
反
致
は
原
則
と
し
て
、
否
定
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
未
だ
国
際
私
法
の
全
世
界
的
な
統
一
が
実
現
さ
れ
て
い
な
い
現
段
階
に
お
い
て
は
、
反
致
を
認
め

る
こ
と
に
よ
り
、
一
定
の
場
合
に
、
判
決
の
国
際
的
な
調
和
が
得
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
否
定
し
え
な
い
。
ハ
ー
グ
条
約
は
、
少
な
く

と
も
締
約
国
間
で
の
準
拠
法
の
】
致
を
目
指
し
て
、
一
端
は
反
致
を
否
定
す
る
も
の
の
、
条
約
を
批
准
し
な
い
非
締
約
国
間
で
の
準

拠
法
の
一
致
を
も
く
ろ
み
、
例
外
的
に
反
致
を
認
め
て
い
る
と
考
え
う
る
。
こ
の
よ
う
な
新
し
い
タ
イ
プ
の
条
約
が
成
立
し
て
い
る

現
在
、
国
際
条
約
と
反
致
と
の
関
係
に
つ
い
て
今
一
度
再
検
討
す
る
時
期
に
さ
し
か
か
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
今
後
、
ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
に
よ
る
「
国
際
私
法
の
漸
進
的
統
一
」
の
作
業
の
過
程
で
、
反
致
は
い
か
な
る
役
割
を
果
た
し
て

ゆ
く
の
か
、
引
き
続
き
、
条
約
作
成
の
行
方
を
見
守
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
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